
相続専門なみかわ税理士事務所では、下記の3つについて宣言致します。

• 人種や性差別なく、雇用機会を均等に確保します

• 性別や年齢を問わず、働きやすい職場環境をつくります

• 従業員のワークライフバランスを実現します

国籍に関わらず、また、男女の性差なく、均等に雇用機会を設けます。
また、残業が生じないように配慮し、従業員が働きやすい職場 を目指します。
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